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パイロットマーク 

　日本の水道は普及率96％を超え、私たちの生活や事業活動に欠く
ことのできない基盤施設となっています。土岐市でも、平成14年度
末から、市内全域で水道の利用が可能となりました。 
　私たちの毎日の暮らしでは、水を使わない日はありません。飲み
水はもちろんのこと、炊事・洗濯・掃除・トイレなどにもたくさん
の水を使います。また、学校や職場でも使います。 
　6月1日～7日は水道週間です。これから夏を迎え、ますます水
の使用量が増えるこの時期に、水の大切さを再認識しませんか。 

　
水
道
管
も
古
く
な
る
と
、
管
の

接
続
部
分
な
ど
で
漏
水
が
発
生
し

ま
す
。 

　
敷
地
内
に
埋
め
て
あ
る
水
道
管

や
、
宅
内
の
管
で
漏
水
が
あ
っ
て

は
大
変
で
す
。
一
度
漏
水
点
検
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

　
点
検
方
法
は
簡
単
で
す
。
水
道

の
蛇
口
な
ど
を
す
べ
て
止
め
て
、

水
道
メ
ー
タ
ー
器
を
の
ぞ
い
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
、
メ
ー
タ
ー
器

の
中
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
マ
ー
ク
（
銀

色
の
コ
マ
・
写
真
参
照
）
が
回
っ

て
い
た
ら
漏
水
で
す
。 

が開通 
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水
道
課
で
は
、
毎
年
検
定
期
限

が
満
了
す
る
量
水
器
の
取
り
替
え

工
事
を
実
施
し
て
お
り
、
本
年
度

も
次
の
日
程
で
一
回
目
の
取
り
替

え
を
実
施
し
ま
す
。 

　
工
事
は
市
指
定
店
が
施
工
し
ま

す
が
、
皆
さ
ん
の
敷
地
内
で
の
施

工
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。 

　
な
お
、
量
水
器
取
り
替
え
月
に

限
り
、
取
り
替
え
業
者
が
検
針
し
、

「
お
知
ら
せ
票
」
を
お
届
け
し
ま

す
の
で
、
検
針
員
に
よ
る
検
針
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

   

六
月
一
日（
火
）〜
十
五
日（
火
） 

   

泉
・
駄
知
・
鶴
里
・
曽
木
町 
     

●
駄
知
・
泉
町
地
内 

 

▼
猪
野
設
備
（
1
v
３
８
３
５
） 

▼
徳
田
鉄
工
（
1
y
８
９
１
１
） 

  
●
泉
町
地
内 

 
▼
大
野
水
道
（
1
v
１
８
４
６
） 

▼
土
屋
鉄
工
（
1
y
６
５
４
０
） 

  

●
鶴
里
・
曽
木
・
泉
町
地
内 

 

▼
管
工
事
組
合
（
1
w
５
３
２
７
） 

 

◇ 

　
水
道
事
業
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、
水
道
課
（
内
線
１
２
２
・

１
２
３
）
へ
ど
う
ぞ
。 

　
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
至
急
、

市
水
道
工
事
指
定
店
に
調
査
・
修

理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
（
※

調
査
・
修
理
の
費
用
は
、
個
人
負

担
と
な
り
ま
す
。
） 

　
最
近
、
電
話
や
戸
別
訪
問
で
、

水
道
の
宅
内
配
管
の
点
検
や
清
掃
、

水
質
の
検
査
を
市
の
水
道
課
の
よ

う
な
口
調
で
勧
め
る
業
者
が
あ
り
、

水
道
課
に
問
い
合
わ
せ
が
多
く
あ

り
ま
す
。 

　
水
道
課
で
は
、
こ
の
よ
う
な
業

務
を
業
者
に
委
託
・
促
進
す
る
こ

と
は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
電
話

や
訪
問
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
ご

注
意
く
だ
さ
い
。 

　
ま
た
、
検
針
の
際
に
お
届
け
す

る
「
使
用
水
量
と
料
金
の
お
知
ら

せ
」
を
持
っ
て
、
水
道
料
金
の
集

金
に
伺
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
委
託
集
金
人
が
お
宅
に
伺
う
際

に
は
「
身
分
証
明
書
」
を
携
帯
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
必
ず
身
分
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

実
施
日
程 

対
象
地
区 

施
工
業
者 

　地方税法の改正に伴って市税条例が改正され、平成
16年度以降の課税分から市民税の均等割額などが変わ
ります。主な変更点は次の通りです。 
■均等割関係 
◎均等割額を2,500円から3,000円に変更 
　※平成16年度課税分から実施（県民税分は1,000円
のまま） 

◎生計同一配偶者の非課税措置を廃止　 
　※平成17年度課税分から実施。ただし、平成17年度
課税分については2分の1の額で課税（市民税：
1,500円、県民税：500円） 

■所得控除関係 
◎老年者控除（48万円）を廃止 
　※平成18年度課税分から実施（公的年金等に係る控
除については、所得税法および租税特別措置法の
改正で、平成18年度課税分から65歳以上の最低控
除額を140万円から120万円に変更） 

詳しくは、税務課市民税係（内線171・172）へどうぞ。 

　土岐美濃焼卸商業団地と県道土岐可児線を
結ぶ市道・泉北部線が、3月30日（火）に開
通しました。 
　この道路は、美濃焼卸商業団地を起点に泉
北団地の北側を通り、泉町久尻北山地内の県
道土岐可児線に至る総延長3,540ｍ、幅員12
ｍ（車道6ｍ・両歩道5ｍ）の市道で、これ
により、泉町五斗蒔地区などから美濃焼卸商
業団地や国道21号、道の駅「志野・織部」へ
のアクセスが便利になりました。 

が開通 などが変わります が開通 


